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附

則

（

施

行

期

日

）

第

一

条

こ

の

省

令

は

、

令

和

八

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

附

則

第

三

条

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

第

二

条

こ

の

省

令

に

よ

る

改

正

後

の

第

十

二

条

第

七

号

の

規

定

は

、

こ

の

省

令

の

施

行

の

日

（

以

下

「

施

行

日

j

と

い

う

．

）

以

後

に

発

行

さ

れ

る

指

示

書

に

つ

い

て

適

用

し

、

施

行

日

前

に

発

行

さ

れ

た

指

示

魯

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

．

第

三

条

都

道

府

県

知

事

（

歯

科

技

工

所

の

所

在

地

が

保

健

所

を

設

置

す

る

市

又

は

特

別

区

の

区

域

に

あ

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

市

長

又

は

区

長

）

は

、

施

行

日

前

に

法

第

二

十

一

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

既

に

届

出

を

行

っ

た

歯

科

技

工

所

の

開

設

者

で

あ

っ

て

、

同

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

廃

止

の

届

出

を

行

っ

て

い

な

い

も

の

に

対

し

て

、

施

行

日

の

前

日

ま

で

に

、

こ

の

省

令

に

よ

る

改

正

後

の

第

十

三

条

第

三

項

の

規

定

の

例

に

よ

り

、

歯

科

技

工

所

番

号

の

通

知

を

す

る

も

の

と

す

る

。

〇

厚

生

労

働

省

令

第

六

十

四

号

良

質

か

つ

適

切

な

医

療

を

効

率

的

に

提

供

す

る

体

制

の

確

保

を

推

進

す

る

た

め

の

医

療

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

四

十

九

号

）

の

一

部

の

施

行

に

伴

い

、

及

び

歯

科

医

師

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

二

百

二

号

）

第

十

一

条

第

一

項

第

一

号

の

規

定

に

基

づ

き

、

歯

科

医

師

法

第

十

七

条

の

一

一

第

一

項

に

規

定

す

る

大

学

に

お

い

て

歯

学

を

専

攻

す

る

学

生

が

臨

床

実

習

を

開

始

す

る

前

に

修

得

す

べ

き

知

謀

及

び

技

能

を

具

有

し

て

い

る

か

ど

う

か

を

評

価

す

る

た

め

に

大

学

が

共

用

す

る

試

験

を

定

め

る

省

令

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

令

和

八

年

三

月

三

十

一

日

厚

生

労

働

大

臣

上

野

賢

一

郎

歯

科

医

師

法

第

十

七

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

大

学

に

お

い

て

歯

学

を

専

攻

す

る

学

生

が

臨

床

実

習

を

開

始

す

る

前

に

修

得

す

べ

き

知

牒

及

び

技

能

を

具

有

し

て

い

る

か

ど

う

か

を

評

価

す

る

た

め

に

大

学

が

共

用

す

る

試

験

を

定

め

る

省

令

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

歯

科

医

師

法

第

十

七

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

大

学

に

お

い

て

歯

学

を

専

攻

す

る

学

生

が

臨

床

実

習

を

開

始

す

る

前

に

修

得

す

べ

き

知

謹

及

び

技

能

を

具

有

し

て

い

る

か

ど

う

か

を

評

価

す

る

た

め

に

大

学

が

共

用

す

る

試

験

を

定

め

る

省

令

（

令

和

五

年

厚

生

労

働

省

令

第

百

三

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

表

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

歯

科

医

師

法

第

十

一

条

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

大

学

に

お

い

て

歯

学

を

専

攻

す

る

学

生

が

臨

床

実

習

を

開

始

す

る

前

に

修

得

す

べ

き

知

識

及

び

技

能

を

具

有

し

て

い

る

か

ど

う

か

を

評

価

す

る

た

め

に

大

学

が

共

用

す

る

試

験

を

定

め

る

省

令

（

こ

の

省

令

の

趣

旨

）

第

一

条

歯

科

医

師

法

（

昭

和

二

十

一

二

年

法

律

第

二

百

二

号

。

以

下

「

法

J

と

い

う

。

）

第

十

一

条

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

、

大

学

に

お

い

て

菌

学

を

専

攻

す

る

学

生

が

臨

床

実

習

を

開

始

す

る

前

に

修

得

す

ぺ

き

知

識

及

び

技

能

を

具

有

し

て

い

る

か

ど

う

か

を

評

価

す

る

た

め

に

大

学

が

共

用

す

る

試

験

（

以

下

「

共

用

試

験

」

と

い

う

。

）

に

関

し

て

は

、

こ

の

省

令

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

附

則

（

歯

科

医

師

法

の

一

部

改

正

に

伴

う

経

過

措

置

）

3
施

行

日

前

に

学

校

教

脊

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

に

基

づ

く

大

学

（

以

下

「

大

学

」

と

い

う

。

〉

に

お

い

て

歯

学

を

専

攻

す

る

学

生

で

あ

っ

て

、

当

該

学

生

が

臨

床

実

習

を

開

始

す

る

前

に

修

得

す

ぺ

き

知

識

及

び

技

能

を

具

有

し

て

い

る

か

ど

う

か

を

評

価

す

る

た

め

に

大

学

が

共

用

す

る

試

験

と

し

て

厚

生

労

働

大

臣

が

定

め

る

も

の

に

合

格

し

た

も

の

は

、

本

則

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

法

第

十

一

条

第

一

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

厚

生

労

働

省

令

で

定

め

る

試

験

に

合

格

し

た

も

の

と

み

な

す

。

改

正

後

（

傍

線

部

分

は

改

正

部

分

）

歯

科

医

師

法

第

十

七

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

大

学

に

お

い

て

歯

学

を

専

攻

す

る

学

生

が

臨

床

実

習

を

開

始

す

る

前

に

修

得

す

べ

き

知

戟

及

び

技

能

を

具

有

し

て

い

る

か

ど

う

か

を

評

価

す

る

た

め

に

大

学

が

共

用

す

る

試

験

を

定

め

る

省

令

（

こ

の

省

令

の

趣

旨

）

第

一

条

歯

科

医

師

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

二

百

一

一

号

。

以

下

「

法

j

と

い

う

。

）

第

十

七

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

、

大

学

に

お

い

て

歯

学

を

専

攻

す

る

学

生

が

臨

床

実

習

を

開

始

す

る

前

に

修

名

す

べ

き

知

識

及

び

技

能

を

具

有

し

て

い

る

か

ど

う

か

を

評

価

す

る

た

め

に

大

学

が

共

用

す

る

試

験

（

以

下

「

共

用

試

験

」

と

い

う

。

）

に

関

し

て

は

、

こ

の

省

令

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

附

則

（

歯

科

医

師

法

の

一

部

改

正

に

伴

う

経

過

措

置

）

3
施

行

日

前

に

学

校

教

育

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

に

基

づ

く

大

学

（

以

下

「

大

学

」

と

い

う

。

）

に

お

い

て

歯

学

を

専

攻

す

る

学

生

で

あ

っ

て

、

当

該

学

生

が

臨

床

実

習

を

開

始

す

る

前

に

修

得

す

べ

き

知

識

及

び

技

能

を

具

有

し

て

い

る

か

ど

う

か

を

評

価

す

る

た

め

に

大

学

が

共

用

す

る

試

験

と

し

て

厚

生

労

働

大

臣

が

定

め

る

も

の

に

合

格

し

た

も

の

は

、

本

則

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

法

第

十

七

条

の

一

＿

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

厚

生

労

働

省

令

で

定

め

る

試

験

に

合

格

し

た

も

の

と

み

な

す

。

附

則

こ

の

省

令

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

〇

厚

生

労

働

省

令

第

六

十

五

号

歯

科

医

師

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

二

百

二

号

）

第

十

六

条

の

六

の

規

定

に

基

づ

き

、

歯

科

医

師

法

第

十

六

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

臨

床

研

修

に

関

す

る

省

令

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

令

和

八

年

三

月

三

十

一

日

厚

生

労

働

大

臣

上

野

賢

一

郎

改

正

前
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（
電
子
署
名
等
）

第
五
条
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
政
機
関
等
が
亀
子
署
名
を
要
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
申
請
等
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当

該
子
署
名
に
係
る
電
子
明
書
で
あ
っ
、
の
い
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
せ
て
こ
れ
を
送
―
目
し
、

又

達

政

に

お

け

る

定

の

人

を

ー

す

る

た

め

の

号

の

ー

用

に

る

法

成

一
十
五

法
律
第
二
十
七
号
）
第
十
八
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
送
信
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

-
i
四
（
略
）

2
¥
8

（略）

改

正

後

一
！
四
（
略
）

2
1
8

（略）

（電
子
署
名
等
）

第
五
条
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
政
機
関
等
が
電
子
署
名
を
要
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
申
請
等
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
屯
子
署
名
を
行
い
、
当

該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

改

正

前

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

歯
科
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

歯
科
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

上
野
賢

一
郎

41 312 ？ 
品

I
型~ 五地き n はー旱 ＝ 二 厚生 員生目函祠告

項必の I^ 労Ill大すに．臨'か＝ら労111大 略^ー徽収等の

要な指示 シ 臣｝ま‘ るこ 修猾設＿ま頁臣は

すで研
るき修 改
こ 召 和 施
とし；投
が く舌又
でに K 信は
きつ管iそ
るい 塁箇の

゜て ＾ i ： I^Iは 又ロし 正
―‘  はて
臨床 管 そい

研修施型床理臨 指定ののかるどう うと

日す設 品者含
す
る 後

に塁
病
院

るの 文し す若

: 9 、食し＜ 当め は

H の悶
魯に診必療

；を！る
嘉
第

悶tこ ~ Iヽ

又対 得 と凍

31 2,  
はし

＾ 新設一 略`^ 三条＾ 報告翡I‘塁
必の型協力労｛大動

の

藷噂悶
要指な＾ ―I t臣ま

討すがでることき研修施設及びt臨床研修施設群にヽ

指
ホヽ

改

る； つ
°し‘

＾て
IヽIは 正

月．IJ． 

るの

汀
の又

喜品
の嬰

悶i：：
又対

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

0
厚
生
労
慟
省
令
第
六
十
六
号

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
一
l

＿
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
厚
生
労
働
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る。

令

和

八

年

一

二

月

三

十

一

日

厚

生
労
働
大
臣
上
野
賢
一
郎

厚
生
労
働
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
等
に
関
す
る
省
令

（
厚
生
労
働
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
）

第
一
条
厚
生
労
働
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
臼
正
畔
令
第
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
薔
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
薔
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
中
厚
生
労
働
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
印
正
紅
令
第
四
号
）
の
項
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1

こ
の
省
令
は
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
公
益
信
託
二
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
。
以
下
宿
i
B
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
公
益
信
託
で
改
正
法
の
施
行
の
日
前
に
旧
法
第

二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
そ
の
効
力
が
生
じ
た
も
の
に
つ
い
て
は
｀
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
薔
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
省
令
別
表
第
一
の
一
の
表
中
厚
生
労
慟
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
項
の
規
定
は
、
当
該
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一

一年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
七
号

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
〈
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第

一
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
一
l

-

+

―

日

厚

生

労

働

大

臣

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
拗
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。


